
労災保険法には、法第31条第１項において、政府は、事業主が故意又は重大な過失により労災保険
に係る保険関係成立届を提出していない（いわゆる未手続の）期間中に生じた事故について、労災
保険給付を行った場合、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付に要した費用
に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるという規定が設けられていま
す。
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等給付、 等給付及び二次健康診断等給付

　労災保険法には、法第31条第１項第１号において、政府は、事業主が故意又は重大な過失により
労災保険に係る保険関係成立届を提出していない（いわゆる未手続の）期間中に生じた事故につい
て、労災保険給付を行った場合、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付に要
した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるという規定が設けら
れています。

行わない期間中に業務災害や複数業
務要因災害、通勤災害が発生した場合
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務災害や複数業務要因災害、通勤
災害が発生した場合




